
【治療別提出資料一覧】

※核酸：核酸アナログ製剤治療
※各様式は治療をする医療機関で配布もしくは県感染症対策課、県保健所にて受け取れます。

核酸アナログ製剤治療更新の方には、期限が切れる数か月前に、更新のご案内文書を郵送します。
※様式データは県HPにも掲載しております。
（ホーム > 組織から探す > 感染症対策課 > 香川県感染症情報 > 肝炎対策 > 医療費助成制度に係る様式）
※住民票は３か月以内、課税証明書は直近のものをご提出ください。
※税額合算除外希望を出される場合には、世帯全員分の保険証のコピーも必要です。
※紙の保険証をお持ちでない方は保険者から交付された「資格情報のお知らせ」or「資格確認書」

or マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」等のコピーをご用意ください。

【問合せ先・提出先】※郵送可

名称 所在地 管轄地域

東讃保健福祉事務所
（東讃保健所）
保健対策課

〒769-2401
さぬき市津田町津田930-2 大川合同庁舎内
TEL 0879-29-8261

さぬき市
東かがわ市
三木町・直島町

小豆総合事務所
（小豆保健所）
保健福祉課

〒761-4121
小豆郡土庄町渕崎甲2079-5
TEL 0879-62-1373

小豆郡

中讃保健福祉事務所
（中讃保健所）
保健対策第一課

〒763-0082
丸亀市土器町東8-526
TEL 0877-24-996２

丸亀市・坂出市
善通寺市
綾歌郡
仲多度郡

西讃保健福祉事務所
（西讃保健所）
保健対策課

〒768-0067
観音寺市坂本町7-3-18 三豊合同庁舎内
TEL 0875-25-2052

観音寺市
三豊市

香川県
感染症対策課

〒760-8570
高松市番町4-1-10 県庁本館16階
TEL 087-832-330３

高松市

① 申請書の提出

申請書へ必要事項を記入の上
添付書類とともに、以下、提
出先へ提出。

③ 受給者証発行

認定審査会にて承認された
方に対して、受給者証発行
※①～③まで約１か月半

② 審 査

認定審査会にて審査
※毎月第２、４木曜日

書類 核酸新規 核酸更新 インターフェロンフリー インターフェロン

申請書 様式1-3 様式1-4 様式1-2 様式1-1

診断書 様式2-4 様式2-8 様式2-5,2-7（再治療2-6）
様式2-1

（2回目2-2 , 3回目2-3）

医師の意見書 - - 再治療時※病院による -

検査結果 - この２点を提出する
場合は診断書不要

- -

薬手帳コピー - - -

保険証コピー ○ ○ ○ ○

住民票(世帯全員記載) ○ ○ ○ ○

課税証明書(18歳以上の世帯全員分) ○ ○ ○ ○

受給者証コピー - ○ - -

税額合算除外希望 同世帯で生計同一者でないものがいる場合に申請 様式3

【受給者証発行までの流れ】


